
埋蔵文化財調査フローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注釈） 

○工事とは，地面を掘削する行為を伴う建設工事や土木工事等をいいます。 

（例：建築物の建築，擁壁の設置，築道，上・下水道配管の埋設等） 

工事計画（注釈） 

生涯学習課への照会 

計画地が埋蔵文化財包蔵地であるかの確認 

窓口・FAX・郵送・E-mail により対応 

計画地の地図を持参 

該当なし 埋蔵文化財包蔵地隣接地 

（遺跡から 50 メートル以内の範囲） 

 

埋蔵文化財包蔵地内 

（遺跡） 

 

工事着工 

着工後の遺跡発見 

 

文化財保護法第 96･97

条に基づき書面による届

出が必要です。 

書類提出 

文書での照会 

担当者が現地状況の確認を行い，調査の必要性及びその後の対応を回答します。 

試掘調査 

「試掘調査依頼書」，「試掘調査承諾書」の提出を願います。 

遺跡なし 

遺跡あり 工事着工 

文化財保護法第 93･94条の届出 

茨城県に工事着工 60 日前までに書面による届出が必要です。 

発掘調査 工事立会・確認調査 慎重工事 

茨城県からの通知内容は，試掘調査の結果や開発内容によって異なります。 

工事着工 


